
 

サッカー審判員(3,4 級)資格更新手続きについて(案内) 
                  

2008 年 度 の サ ッ カ ー 審 判 員 資 格 の 更 新 さ れ る 方 は 、 日 本 サ ッ カ ー 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ 内

Kickoff(http://www.jfa.jp/jfatop/kickoff.html)を 通 じ て 更 新 手 続 き し 登 録 料 を 納 入 し

て 下 さ い 。 登 録 料 の 納 入 で 2008 年 度 の 更 新 手 続 き が 完 了 し 、 審 判 員 資 格 が 2009 年 3 月 末

ま で 1 年 間 有 効 に な り ま す 。 締 切 り 日 を 過 ぎ る と 審 判 員 資 格 は 失 効 し ま す 。  

 

更 新 手 続 き 期 間 ：2008 年 1 月 18 日～2008 年 2 月 12 日(締め切り厳守) 

 

更 新 資 格 ： 2007 年 9 月 ,10 月 の 更 新 講 習 会 受 講 者 、 ま た は  

2007 年 4 月 ,5 月 に 新 規 4 級 資 格 取 得 者 （ ユ ー ス は 8 月 を 含 む ）、 ま た は  

2007 年 12 月 の ３ 級 昇 級 者 。  

ロ グ イ ン ID、 パ ス ワ ー ド が 判 ら な く な っ た 方 は 、 ロ グ イ ン ID・ パ ス ワ ー ド 再

発 行 申 請 書 に 記 入 し 、 香 川 県 サ ッ カ ー 協 会 宛 FAX に て 申 請 し て 下 さ い 。        

 

登  録  料 ： 3 級 \4,200   内 訳  

日 本 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料     ￥ 3,000   

             四 国 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料    ￥ 200 

                        香 川 県 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料  ￥ 1,000 

     3 級 ﾕｰｽ\2,000 内 訳  

 日 本 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料     ￥ 2,000   

             四 国 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料    ￥ 0 

                        香 川 県 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料  ￥ 0 

     4 級 \3,500   内 訳  

日 本 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料     ￥ 2,500   

             四 国 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料    ￥ 200 

                        香 川 県 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料  ￥ 800 

      4 級 ﾕｰｽ\1,500 内 訳  

 日 本 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料     ￥ 1,500   

             四 国 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料    ￥ 0 

                        香 川 県 サ ッ カ ー 協 会 登 録 料  ￥ 0 

             

今 年 度 は 、 上 記 の 登 録 料 に 2008 年 9,10 月 に 実 施 予 定 の 更 新 講 習 会 の 受 講 料 は

含 ま れ て い ま せ ん 。 更 新 講 習 会 の 受 講 料 は 更 新 講 習 会 時 に お 支 払 い い た だ き ま

す 。  

 

 

配 布 物 品 ： 審 判 員 証 を 送 付 し ま す の で 住 所 変 更 等 が あ る 方 は 、 直 ち に Kickoff で ご 自 身 の

登 録 情 報 を 変 更 し て 下 さ い 。  

ワ ッ ペ ン は 送 付 し ま せ ん の で 今 お 持 ち の も の を ご 使 用 下 さ い 。  

新 ル ー ル ブ ッ ク は 8 月 に 送 付 予 定 で す 。  

4 月 中 に 審 判 員 証 が 届 か な い 場 合 は 必 ず 連 絡 し て く だ さ い 。  

講  習  会 ： 2008 年 9,10 月 に 更 新 講 習 会 を 実 施 し ま す 。  

こ の 更 新 講 習 会 の 未 受 講 者 は 2009 年 度 審 判 員 資 格 の 更 新 が で き ま せ ん 。こ の 更

新 講 習 会 を 未 受 講 者 の 2008 年 度 審 判 員 資 格 は 2009 年 3 月 末 に 失 効 し ま す 。  

 

そ  の  他 ： WEB 申 し 込 み 後 、 支 払 期 日 を 過 ぎ て し ま っ た な ど 、 申 し 込 み を キ ャ ン セ ル し た

い 場 合 は FAX で 香 川 県 サ ッ カ ー 協 会 審 判 委 員 会 宛 に 連 絡 し て く だ さ い 。  

更 新 手 続 き 作 業 は 昨 年 と 同 じ で す が 、 不 明 な 点 は (社 )香 川 県 サ ッ カ ー 協 会 審 判

委 員 会 宛 FAX に て 問 い 合 わ せ を し て 下 さ い 。  


